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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 圧 縮 気 体 供 給 系 内 で 所 定 の 圧 力 の 圧 縮 気 体 を 出 力 す る 気 体 用 レ ギ ュ レ ー タ と 、
　 加 圧 液 体 供 給 系 内 で 予 め 定 め ら れ た 圧 力 を 超 え た 加 圧 液 体 を 液 体 供 給 側 へ 帰 還 さ せ る リ  
リ ー フ 弁 、 及 び ダ イ ヤ フ ラ ム ポ ン プ を 備 え 、 加 圧 液 体 を 出 力 す る 容 積 式 ポ ン プ と 、
　 前 記 容 積 式 ポ ン プ が 出 力 す る 加 圧 液 体 を 所 定 値 の 吐 出 圧 に 保 っ て 出 力 す る 液 体 用 レ ギ ュ  
レ ー タ 又 は ニ ー ド ル 弁 と 、
　 前 記 気 体 用 レ ギ ュ レ ー タ が 出 力 す る 圧 縮 気 体 と 、 前 記 液 体 用 レ ギ ュ レ ー タ 又 は 前 記 ニ ー  
ド ル 弁 が 出 力 す る 加 圧 液 体 と を 混 合 さ せ て 噴 霧 す る 二 流 体 ノ ズ ル と 、
前 記 二 流 体 ノ ズ ル に 向 け て 圧 縮 気 体 又 は 加 圧 液 体 を 供 給 す る 弾 性 を 備 え た 配 管 と
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 二 流 体 ノ ズ ル 噴 霧 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 二 流 体 ノ ズ ル は 、
　 前 記 液 体 用 レ ギ ュ レ ー タ 又 は 前 記 ニ ー ド ル 弁 が 出 力 す る 加 圧 液 体 に 対 し 、 前 記 気 体 用 レ  
ギ ュ レ ー タ が 出 力 す る 圧 縮 気 体 の 圧 力 を 反 液 流 方 向 に 伝 え つ つ 、 圧 縮 気 体 と 加 圧 液 体 と を  
内 部 混 合 さ せ て 噴 霧 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 二 流 体 ノ ズ ル 噴 霧 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 二 流 体 ノ ズ ル に 対 す る 加 圧 液 体 の 供 給 と 遮 断 と を 切 替 え る こ と に よ り 、 前 記 二 流 体  
ノ ズ ル の 噴 霧 量 を 時 間 比 例 制 御 す る 制 御 部
　 を さ ら に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 二 流 体 ノ ズ ル 噴 霧 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 二 流 体 ノ ズ ル の 噴 霧 を 停 止 さ せ る 場 合 に 、 前 記 二 流 体 ノ ズ ル に 対 し て 加 圧 液 体 を 遮  
断 し 、 前 記 気 体 用 レ ギ ュ レ ー タ よ り も 低 圧 の 圧 縮 気 体 を 供 給 す る よ う に 制 御 す る 制 御 部
　 を さ ら に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 二 流 体 ノ ズ ル 噴 霧 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 部 は 、
　 圧 縮 気 体 の 圧 力 、 加 圧 液 体 の 圧 力 、 及 び 前 記 ニ ー ド ル 弁 の 開 度 の 少 な く と も い ず れ か を  
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制 御 す る こ と に よ り 、 前 記 二 流 体 ノ ズ ル の 噴 霧 特 性 を 制 御 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 二 流 体 ノ ズ ル 噴 霧 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 二 流 体 ノ ズ ル の 噴 霧 を 停 止 さ せ た 場 合 に 、 前 記 二 流 体 ノ ズ ル か ら の 気 圧 又 は 揚 程 差  
に よ り 、 前 記 液 体 用 レ ギ ュ レ ー タ 又 は 前 記 ニ ー ド ル 弁 が 出 力 し た 加 圧 液 体 を 加 圧 液 体 供 給  
系 か ら 排 出 す る 排 出 弁
　 を さ ら に 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 二 流 体 ノ ズ ル 噴 霧 装 置 。
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